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同上

支給認定を行った市町村等は、次に掲げる場合には、障害支給認定を取り消すことができる。
　一　支給認定に係る障害者等が、その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要がなくなった
と認めるとき。
　二　支給認定障害者等が、支給認定の有効期間内に、当該市町村等以外の市町村等の区域内に居住地を有
するに至ったと認めるとき（支給認定に係る障害者が特定施設に入所することにより当該市町村以外の市町
村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。）
　三　支給認定に係る障害者等が、正当な理由なしに第九条第一項の規定による命令に応じないとき。
　四　その他政令で定めるとき。
２　前項の規定により支給認定の取消しを行った市町村等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取
消しに係る支給認定障害者等に対し医療受給者証の返還を求めるものとする。

http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000007739.html

http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000487422.html

http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000258549.html

http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000005863.html

自立支援医療の支給認定の取消し

障がい者が、心身の障がい状態からみて自立支援医療を受ける必要がなくなったときや他市町村へ居住地変
更を行ったときなどは、自立支援医療の支給認定を取り消すことができる。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５７条
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